
車載器変更時の流れについて

コーポレートカードにはNEXCOへ申請した車両情報が登録されています。

申請時に車両に取り付けていた車載器を変更する場合はNEXCOに変更届を提出する必要があります。

（変更前） （変更後)

　車載器Aを取り付けている 　車両番号は変わらないが車載器をBに変更

〇東京ハイウェイセンターへ提出する書類

・届出事項変更届

・変更後の車載器のセットアップ証明書

〇届出事項変更届の書き方

【書き方例】

車載器A

車両番号：練馬800あ1234 車両番号：練馬800あ1234

車載器B
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